
事業計画者 住所

氏名

■ 事前相談票（第７条第１項）

□ 事前相談の変更の届出（第８条第１項）

□ 事前相談の廃止の届出（第９条）

■ 事業計画書の提出（第１０条第１項）

□ 事業計画の変更の届出（第１１条第１項）

■ 周知計画書の提出（第１４条第１項）

■ 周知計画の変更の届出（第１５条第１項）

■ 事業計画の周知に係る実施状況の報告（第１７条）

廃プラスチック類（有害物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないよう
に分別して排出したものに限る。石綿含有産業廃棄物を除く。）　以上１種類
（水銀使用製品産業廃棄物を除く。）

令和６年９月５日

破砕施設　３００ｔ／日（２４時間）

提出年月日

処理する産業廃棄物の種類

施設の処理能力

届出年月日

廃止を決定した日

届出年月日

変更に係る事項

提出年月日

施設の設置等の場所

施設の種類

令和６年５月２１日

姫路市網干区浜田字南新々田１２２３番２７他１筆

破砕処理施設（新設）、保管施設（新設）

届出年月日

変更に係る事項

令和７年２月２８日

説明会に関する事項
　説明会の場所及び収容人数
　（変更前）
　　　姫路市網干区余子浜１２番地　あぼしまち交流館
　　　収容人数５０名
　（変更後）
　　　姫路市網干区浜田１２２３－２７
　　　　株式会社サニックス姫路工場　事務所棟内応接室
　　　収容人数２５名

※なお、当日、変更前の開催場所である「あぼしまち交流館」に
参集した方については、事業計画者が変更後の開催場所である
「㈱サニックス姫路工場」に順次案内・送迎等（午後０時３０分
～午後３時まで）を行う。

届出年月日

変更に係る事項

提出年月日

関係地域及び関係住民

閲覧の場所・時間

説明会の開催日時・場所

令和７年２月２０日

敷地境界から半径２００ｍ以内の事業者、浜田第二自治会
（半径２００ｍの範囲に住居なし）

姫路市網干区浜田字南新々田１２２３－２７
株式会社サニックス姫路工場
午前８時３０分～午後５時３０分（土日祝日を除く）

令和７年３月１２日午後１時　あぼしまち交流館

東京都港区虎ノ門一丁目２番８号

株式会社サニックス資源開発グループ

報告年月日 令和７年３月１４日



■ 事業計画に係る意見書の提出（第１８条第１項）

□ 見解書（１回目）に係る意見書の提出（第２０条第１項）

□ 見解の周知の終了の報告（第２１条第５項）

□ 再判断の請求（第２３条第１項又は第２項）

意見書の提出者数

申立により求める判断

報告年月日

申立年月日

申立者の区分

申立により求める判断

申立年月日

申立者の区分

意見書の提出者数 ０名


